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ＮＯ．１１ 
学校を開き、生徒の未来を拓く 

◇人権宣言…人権学習から学んだもの 

 １２月に人権集会を開催し、各学年での取り組みと話し合って決めた人権宣言を発表しました。 

【１年生】誰もが笑顔でいられる仲間関係を築く 

・困っている仲間に対して，「大丈夫？」「相談のるよ」と声をかけます。 

・誰に対しても「ありがとう」を伝えます。 

・仲間の発言に対し，必ず反応を示します。 

・「〇〇しようよ」と前向きな声かけをします。 

【２年生】一人一人違いがあっても安心できるようにお互いの考えを理解し合う人間関係を築く 

・自分の言動に責任をもちます。 

・異なる考えこそ大切にします。 

・正しい判断ができるようにします。 

【３年生】偏見を持たず、自分の意志で、誇りをもてる進路選択をする。 

・自分自身で正確な情報を集め、正しい進路選択ができるようにする。 

・「なぜその道に進みたいのか」「将来どうなりたいのか」という思いを明確に語れる進路選択をする。 

・４月から、自信と誇りをもって１６２人全員が新しい道を歩める進路選択をする。 

 今後、巣南中学校としての人権宣言を作成していく予定です。宣言だけにとどまらず、この人権学習

をきっかけに、多様性と他者とよりよく生き合う力を高め、行動できる巣南中生になってほしいと願っ

ています。 

◇全国学校体育研究優良校として表彰されました 

 この度、公益財団法人日本学校体育研究連合会並びにスポーツ庁から、本校が全国学校体育研究優良

校として表彰されました。この表彰は、保健体育の授業はもとより、保健体育委員会が実施している昼

休みの外遊び等、「体育」や「健康」に関する取り組みに顕著な業績がある学校に対して行われるもの

です。令和３年度に表彰された中学校は岐阜県では巣南中学校のみです。コロナ禍で制約がある中での

活動ですが、今後も生徒の健康を願って取り組みを充実させていきます。 

◇引き続き感染症予防と学校への連絡をお願いします 

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大してきており、岐阜県は「まん延防止等重点措置区域」に指

定されました。学校では、県や教育委員会の方針に則り対応を進めています。ご家庭でも、引き続き感

染予防に留意していただき、毎日の健康チェックをよろしくお願いします。生徒や同居の方（準じる

方も含む）に□内の症状が一つでもある場合は、医療機関を受診していただき自宅で休養をお願い

します。その際は学校への連絡をお願いします。また、登校後に□内の症状を発症した場合は、こ

れまで同様、迎えに来ていただく等の連絡をさせていただきますので、ご対応をよろしくお願いし

ます。（兄弟姉妹関係がある場合は兄弟姉妹も休養となります） 

 生徒や同居の方（準じる方も含む）がＰＣＲ等検査を受検（念のための受検も含む）することと

なったり、保健所から濃厚接触者と指定されたり、陽性と判定されたりした場合は、速やかに学校

にご連絡ください。また、検査の結果も連絡願います。発熱等の風邪症状で受診された際に、その

場でＰＣＲ等検査を受検するケースもあります。その場合もご連絡ください。 

ご連絡の電話は管理職が受けますが、不在の場合は、電話を受けた職員がお聞きします。その場

合は、改めて管理職からご連絡することがあります。ご承知おき願います。 

微熱（普段よりも高い熱）、高熱（目安 37.5度前後よりも高い）、咳、のどの痛みやくしゃみ等の風

邪症状（その他の風邪症状）、味やにおいを感じない、強いだるさ、息苦しさ、下痢等の消化器症状

（普段とは異なる症状） 


